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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成28年7月21日(2016.7.21)

【公開番号】特開2015-12274(P2015-12274A)
【公開日】平成27年1月19日(2015.1.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-004
【出願番号】特願2013-139086(P2013-139086)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/31     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  16/44     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ   16/44     　　　Ｊ

【手続補正書】
【提出日】平成28年6月1日(2016.6.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　高品質な半導体膜を成膜する方法として、ウェハ等の基板に気相成長により単結晶膜を
成長させるエピタキシャル成長技術がある。エピタキシャル成長技術を用いる気相成長装
置では、常圧または減圧に保持された反応室内の支持部にウェハを載置する。そして、こ
のウェハを加熱しながら、成膜の原料となるソースガス等のプロセスガスを、反応室上部
の、例えば、シャワープレートからウェハ表面に供給する。ウェハ表面ではソースガスの
熱反応等が生じ、ウェハ表面にエピタキシャル単結晶膜が成膜される。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　そして、加熱部１６は、回転軸１８の内部に貫通する支持軸２２に固定される支持台２
４上に固定して設けられる。加熱部１６には、図示しない電流導入端子と電極により、電
力が供給される。この支持台２４には半導体ウェハＷを支持部１２から脱着させるための
、例えば突き上げピン（図示せず）が設けられている。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
　第１のガス供給路３１には、シャワープレート１００と、第１のガス供給源（Ａ）５１
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ａおよび第１のガス供給源（Ｂ）５１ｂとの間に、流路切替バルブ６１が設けられる。流
路切替バルブ６１により、反応室１０に供給するガスを分離ガスとクリーニングガスとの
間で切り替えることができる。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
　一般にシャワープレートにプロセスガスの供給口として設けられるガス噴出孔から、反
応室１０内に噴出するプロセスガスの流量は、成膜の均一性を確保する観点から、各ガス
噴出孔間で均一であることが望ましい。本実施の形態のシャワープレート１００によれば
、プロセスガスを複数の横方向ガス流路に分配し、さらに、縦方向ガス流路に分配してガ
ス噴出孔から噴出させる。この構成により、簡便な構造で各ガス噴出孔間から噴出するプ
ロセスガス流量の均一性を向上させることが可能となる。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７３】
　そして、上記真空ポンプによる排気を続行すると共に、回転体ユニット１４を所要の速
度で回転させながら、第１～第３のガス噴出孔１１１、１１２、１１３から所定の第１～
第３のプロセスガスを噴出させている。第１のプロセスガスは、第１のガス供給路３１か
ら第１のマニュフォールド１３１、第１の接続流路１４１、第１の横方向ガス流路１０１
、第１の縦方向ガス流路１２１を経由して第１のガス噴出孔１１１から反応室１０内に噴
出させている。また、第２のプロセスガスは、第２のガス供給路３２から第２のマニュフ
ォールド１３２、第２の接続流路１４２、第２の横方向ガス流路１０２、第２の縦方向ガ
ス流路１２２を経由して第２のガス噴出孔１１２から反応室１０内に噴出させている。ま
た、第３のプロセスガスは、第３のガス供給路３３から第３のマニュフォールド１３３、
第３の接続流路１４３、第３の横方向ガス流路１０３、第３の縦方向ガス流路１２３を経
由して第３のガス噴出孔１１３から反応室１０内に噴出させている。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　次に、半導体ウェハＷが所定の温度に安定した後、例えば突き上げピンにより半導体ウ
ェハＷを支持部１２から脱着させる。そして、再びゲートバルブを開いてハンドリングア
ームをシャワープレート１００および支持部１２の間に挿入し、その上に半導体ウェハＷ
を載せる。そして、半導体ウェハＷを載せたハンドリングアームをロードロック室に戻す
。
 
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
　クリーニングガスが、第１のガス供給路３１から第１のマニュフォールド１３１、第１
の接続流路１４１、第１の横方向ガス流路１０１、第１の縦方向ガス流路１２１を経由し
て第１のガス噴出孔１１１から反応室１０内に噴出される。これにより、反応室１０およ
び反応室１０内の部材、例えば、支持部１２、回転体ユニット１４等のクリーニングが行
われる。
 
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９０】
　本実施の形態では、第１または第２の実施の形態の効果に加え、シャワープレートの構
造をより簡易な構造にすることが可能となる。
 
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９１】
　以上、具体例を参照しつつ本発明の実施の形態について説明した。上記、実施の形態は
あくまで、例として挙げられているだけであり、本発明を限定するものではない。また、
各実施の形態の構成要素を適宜組み合わせてもかまわない。シャワープレートの構造は、
シャワープレート内部で、アンモニアガスとハロゲン系ガスが異なる流路を通る構造であ
れば、上述の構造である必要はない。
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